
第二期渋谷区子ども・子育て支援事業計画の策定方針（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 子ども・子育てを取り巻く背景と動向 

・人口減少     ・少子高齢化の進行 

・核家族世帯やひとり親世帯の増加 

・非正規雇用の増加や女性の就労率の高まり 

・放課後の子どもの居場所づくり 

・子育ての孤立化  ・子どもの虐待 

・子どもの貧困などへの対策 など 

様々な課題への対応が求められている 

 

・平成 27年「子ども・子育て支援法関連３法」の施行 

・平成 27年１月公表「保育士確保プラン」や平成 28年６

月閣議決定「日本一億総活躍プラン」による保育士の確

保、処遇改善 

・平成 29年６月公表「子育て安心プラン」では令和２年度

（2020年度）末までに全国の待機児童を解消、女性の就

業率 80％の達成を掲げている 

・平成 30年９月公表「新・放課後子ども総合プラン」で

は、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な

体験・活動ができるように放課後児童健全育成事業と放課

後子供教室を計画的に整備 

・平成 31年２月の子ども・子育て支援法一部改正に伴い、

10月より幼児教育保育の無償化を実施 

２ 策定の主旨 

①質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供 

②保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 

③地域の子ども・子育て支援の充実 

に向け、現計画が令和１年度で最終年度を迎えることから、引

き続き計画的に施策を推進するため、社会状況の変化に対応し

つつ、計画を改定する。また、各計画と連携しながら、子ど

も・子育て支援施策を総合的に推進していき、切れ目のない支

援による子ども・子育ての支援を目指していく 

３ 計画の位置付けと期間 

・本計画は、渋谷区長期基本計画や関連する分野別計画との

整合性を図り策定する 

・本計画は、子ども・子育て支援法第 61条第１項に基づ

き、市町村に策定が義務付けられている市町村子ども・子

育て支援事業計画である 

・また、次世代育成支援対策推進法第８条の規定に基づく区

市町村行動計画を継承するものである 

・本計画は、５年ごとに策定するものとされていることか

ら、令和 2年度から令和６年度までを計画期間とする 

４ 国の方針（見込み量算定の考え方） 

◯第二期市町村子ども・子育て支援事業計画

における「量の見込み」の算出等の考え方

（8/24） 

・2020年度末までに待機児童をゼロにする

よう確保方策を設定 

・トレンドや政策動向、地域の実情等の考慮 

・共働き等家庭の子どもの幼稚園利用ニーズ

の正確な把握 

・企業主導型保育施設の地域枠の活用 

・子育て短期支援事業の適切な見込み 

・利用者支援事業を基本型・特定型と母子保

健型を分けて見込む  など 

 

◯「新・放課後子ども総合プラン」に基づく

放課後児童健全育成事業に係る「量の見込

み」の算出等の考え方（12/27） 

・放課後児童健全育成事業の量の見込を学年

ごとに算出し、小学校６年生までの量を見

込む など 

９ 次期計画の基本理念・基本的視点・目標（案） 

【基本理念】 

産みやすく、育てやすく、預けやすい まち 渋谷 
 

【基本目標】 

基本目標１ 保育環境の整備・充実 

基本目標２ 産む前からの切れ目のない子育て支援の充実 

基本目標３ 子どもを産みやすい環境づくりの推進 

基本目標４ 子どもの外遊びに対する理解向上への取り組み推進と遊び場の整備 

基本目標５ 子育てを地域で見守りを支える仕組みづくり 

６ 渋谷区長期基本計画 2017－2026

の方向性 
 

◎それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。

［子育て・教育・生涯学習分野］ 

 

１ あらゆる家庭が安心して子育てができる環

境整備 

①子育て支援の充実 

②配慮を必要とする子どもと家庭への支援の

充実 

③子育てを地域で見守り支える仕組みづくり 

 

７ ニーズ調査結果等から見た渋谷区の子

ども・子育ての現状のポイント 

 

〇気軽に相談できる人が「いない」の割合が１割弱 

〇フルタイム及びパートタイムなど、何らかで就労

している母親が約７割 

〇平日の教育・保育の施設別の利用状況と希望は５

年前と比べて大きな変化はみられない 

〇教育・保育の施設として選ぶときに重視すること

は「家から近い」が６割を超える 

〇地域子育て支援拠点事業（子育て支援センターや

子育てひろば）の利用状況は、０歳で５割を超える 

〇子どもが病気やケガで教育・保育事業が利用でき

なかった割合は８割 

そのうち、大半は母親が休んで対応し、病児・病後

児の保育施設を利用した割合は１割に満たない 

〇一時預かり等の利用状況は、低いが、その理由とし

て、「普段利用していない預け先に不安がある」と

いう回答も２割を超える 

〇小学校にあがってから（低学年）の子どもの居場所

として、「放課後クラブ」へのニーズが高く７割を

超える 

高学年になっても「放課後クラブ」へのニーズは５

割弱と高い 

〇『渋谷区子育てネウボラ』へ、「相談できる」場所

としての期待が高い 

 

 

 

５ その他の国の動き 

・子ども・若者育成支援推進法 

・子供の貧困対策に関する大綱 

・自殺総合対策大綱 

など   

８ 次期計画の目次構成（案） 

 
第１章 計画の策定にあたって  
１ 計画策定の背景 
２ 計画策定の趣旨 
３ 計画の位置づけ 
４ 計画の期間 
５ 計画策定体制と経過 
 
第２章 子ども・子育てを取り巻く現状と課
題  

１ 子ども人口の現状 
２ 女性の就労状況 
３ 教育・保育施設の現状 
４ 渋谷区における地域子育て支援事業の
現状 

５ ニーズ調査からみられる現状と課題 
 
第３章 計画の基本的な考え方 
１ 基本理念  
２ 基本的な視点  
３ 基本目標・施策の方向性   
 
第４章 教育・保育及び地域子ども・子育て
支援事業の量の見込みと確保方策  

１ 教育・保育提供区域の設定 
２ 各年度における教育・保育の量の見込み
並びに 提供体制の確保の内容及びその実
施時期 

３ 各年度における地域子ども・子育て支援
事業の提供体制の確保の内容及び その実
施時期 

４ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及
び当該教育・保育の推進に関する 体制の
確保に関する事項 

 
第５章 計画の進行管理  
１ 施策の実施状況の点検 
２ 国・都等との連携 

令和元年６月 13 日 

子ども・子育て会議 

資料６ 


